
 

 

 

 

 補装具費支給事務取扱指針（平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省通知） 

   第２ 具体的事項 

  ２（５）適合判定 

   ア 補装具費の支給に当たっては、以下により適合判定を実施すること。       

       （ア）申請者の来所による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するもの 

    更生相談所が適合判定を行い、市町村は適合判定が行われたことを確認する。 

      イ 適合判定を行う際は、補装具費の支給を受ける者、医師、理学療法士、作業療法士、 

義肢装具士、補装具業者、補装具担当職員及び身体障害者福祉司等の関係者の立会いの 

もとに実施すること。 

      ウ 義肢、装具及び座位保持装置の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適合状況、 

又は固定、免荷、矯正等装具装着の目的に対する適合状況、安定した姿勢の保持状況、 

さらに使用材料、工作法、操作法の確実性について検査し、併せて外環、重量及び耐久力 

について考慮すること。 

      エ 義肢、装具及び座位保持装置以外の種目についても、ウに準じて検討し、当該補装具が 

申請者の使用目的に照らし、適合しているかどうかを判定すること。 

      オ 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合、処方箋どおりに 

製作されていないと判断された場合等については、補装具業者に対し不備な箇所の改善 

を指示し、改善がなされた後に補装具の引渡しを行わせること。 

 

  ５（１） 

   ア 引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により 

生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、 

引渡し後９ヶ月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の責任において改善すること。

  ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換（省略）のうち軽微なものに 

ついて、補装具業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について 

修理後３ヶ月以内に生じた不適合（上記災害等により免責となる事由を除く。）であること。

 

      


